
Ａ 組織の方針(使命) Ｂ 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段） Ｅ 目標の達成評価 Ｆ 目標の達成度 G 今後の取り組み

組織の基本方針又は
使命

今年度取り組む事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現す
るため行う活動や手段

目標の達成状況や成果の
評価（できるだけ定量的に
記入）

※目標の達成度の区
分（「B重点目標項目」

単位での評価）

目標が未達成であれば、
今後の具体的な取り組み

1.行財政改革の推進 ・市が将来にわたり持続的
に発展するために、行財政
改革を推進する。

・「新行政改革実行計画」
の策定を進める。
・「行革フォローアップ計
画」の最終年度として、各
部局の取組を推進する。

行革フォローアップ計画の総
括を実施した。
新行政改革実行計画を策定し
た。 B

2.国勢調査等基幹統計
調査の円滑な実施

・国勢調査等基幹統計調
査の円滑な実施に向けた
環境整備を行うとともに、
正確に調査客体を把握し
適正な調査活動を実施す
る。

・国勢調査実施に向けた体
制整備
・国勢調査実施に向けた啓
発
・国勢調査の円滑な実施
・国勢調査の適正な審査
・学校基本調査の円滑な
実施
・経済センサス－活動調査
の事前準備

学校基本調査及び国勢調査
を円滑に実施した。また、平
成28年経済センサス－活動
調査の実施に向け準備を行っ
た。

A

3.固定資産台帳（公会
計）の整備

・現在運用している公有財
産管理システムを基に、財
産所有課における公有財
産の現状把握を促進し、本
市の固定資産台帳の整備
に取り組む。

・公会計について、庁内へ
の周知及び固定資産台帳
作成に必要な作業手順を
つくる。

9月に職員説明会を開催。公
有財産管理システム及び各
課の台帳を基に、調査票の作
成を委託業者に依頼した。 B 調査票をもとに、各課へのヒ

アリングを実施する。

今年度の目標の達成度と今後の取り組み今年度の目標設定

　地方分権の進展によ
り、地方自治体に自己決
定・自己責任が求められ
ている中にあって、市の
業務の総合的な管理と
職員の育成を進め、適
正かつ公正で、透明性
が高く、効果的な行政を
進める行財政運営の基
盤を確立する。

平成２７年度

組織目標達成度測定シート
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4.時間外勤務の縮減に
向けての取組み

・過重労働による健康被害
の防止のため、特に長時
間勤務者の減少を図る施
策を中心に、時間外・休日
勤務縮減計画に基づき、
対策を実施する。

成果目標
・市長部局における年間
500時間を超える時間外勤
務を行った人数が、過去3
年間で最も少ない平成２５
年度実績（33人）より少なく
なるようにする。

・平成26年度からの長時間
勤務申告書に係る取り組
みを継続するとともに、ノー
残業デー及び週休日休日
勤務の実施について、各
副部長が責任を持って管
理するよう制度・様式を変
更することで、各部局が主
体的に長時間勤務者の削
減に取り組むようにする。

・ノー残業デーを一年を通
して週2日に拡大する。

・平成26年度からの部局別
時間外管理表による長時
間勤務の要因分析に係る
取り組みを継続するととも
に、各部局が主体的に時
間外勤務の削減に取り組
む体制を整え、長時間勤
務者の削減目標を各部局
で設定するよう協議を行
う。また、健康管理面から
時間外・休日勤務縮減対
策の指針に基づき、長時
間勤務を防止する施策を
検討、立案する。

平成26年度からの長時間勤
務申告書に係る取り組みを継
続するとともに、ノー残業デー
及び週休日休日勤務の実施
について、各副部長が責任を
持って管理するよう制度・様式
を変更した。

ノー残業デーを平成27年10月
から週2日に拡大した。

部局ごとに長時間勤務者の削
減目標を設定し、長時間勤務
削減に取り組んだ。

成果
平成27年度における市長部
局の年間500時間を超える時
間外勤務を行った人数は、22
人となり、成果目標を達成し
た。

A
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5.行政不服審査法改正
に係る対応

・行政不服審査法が改正さ
れたことに伴い、本市とし
ての対応方針を決定すると
ともに方針に沿った取り組
みを進める。

・行政不服審査法等の改
正に係る情報収集を行い、
本市としての体制を整備
・関係課への情報提供や
関連する例規を整理

　改正行政不服審査法が平
成28年4月1日から施行される
ことに伴い、組織体制や関連
例規の整備を完了した

A

6.基幹業務支援システム
のマイナンバー法対応

・共同化システムの安定稼
働を図るとともに、法改正
等への対応を進める。

・マイナンバー利用開始に
向け、必要となるシステム
改修を行う。

マイナンバー利用開始向けた
システム改修を平成27年12月
に完了した。

A
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